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日頃より学会活動にご支援いただきありがとうございます。 
 
このたび発生しました能登半島地震について心よりお見舞い申し上げます。 
特に震災地域の会員の方におかれましては、大変な被害と混乱にあわれたことと存じます。 
こうした状況下、学会としまして，可能な限りの対応をして行きたいと考え，今回の地震 
により被害を被られた会員の皆様を対象とし，年会費の免除の特別措置を設けさせて頂き 
ます。 
 
 
■対象者 
 能登半島地震により被害を被られた会員 
 
■期間 
 ２０２４年３月３１日までの申請を受け付け，２０２４年度の年会費を免除。 
＊既にお支払いくださいました方は，返金いたしますので，お手数ですが本部事務局まで送金口座をお知
らせください。 

 
■申請方法 
以下の２つを本部事務局まで郵送またはＦＡＸにてお送りください。 
 ・年会費免除申請書 
 ・罹災証明の写し 
 ＊罹災証明入手までに時間がかかる場合は、申請書の写しをお送りください。 

 
■注意事項 
・ 理事会の承認が必要となるため，免除の結果が分かるまで，時間がかかることがござ
います。 
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